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第１回真室川町庁舎建設検討委員会【会議録要旨】 

日 時：平成 28年 12月 20日（火）13時～15時 

場 所：役場 3階会議室 

【会議次第】 

１．開  会 

２．委嘱状交付 

３．町長あいさつ 

４．真室川町庁舎建設検討委員会設置要綱について 

５．委員紹介 

６．委員長及び副委員長の選出について 

７．議  事 

 （1）委員会の会議運営について 

 （2）庁舎建設のこれまでの経緯について 

 （3）その他 

８．閉  会 

 

【委員の出席状況】 

庄司忠美委員長、渡邊一枝副委員長、中村雄造委員、大友又治委員、佐藤勝徳委員、 

 沓澤康平委員、井上英一委員、大沢豊国委員、阿部千代子委員、髙橋幸穂委員 

（※欠席委員なし） 

 

【事務局等の出席状況】 

 井上 薫町長、佐藤佐幸総務課長、髙橋雅之総務課長補佐、庄司寛美総務課主事 

 （※町長は「町長あいさつ」まで） 

 

【その他の出席状況】 

 アドバイザー：公益財団法人山形県建築技術センター 

 庄司久一建築課長、菅原 治建築課主査 

 

【傍聴人数】 

 なし 

 

【会議内容】 

 １．事務局（総務課長）の進行で開会 

 

 ２．井上薫町長より各委員に委嘱状を交付 

 

 ３．井上町長よりあいさつ 
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   「以前から検討してきた役場庁舎について建替えの方向で進んできた。皆様方か

ら意見をいただき、まとめていきながら計画を策定していきたい。庁舎建築につい

てはさまざまな課題があろうかと思うが、忌憚のないご意見を頂戴しながら町とし

てもしっかりと進めてまいりたい。」 

 

４．真室川町庁舎建設検討委員会設置要綱について（資料 2） 

  事務局が真室川町庁舎建設検討委員会設置要綱を説明し、アドバイザー（公益財

団法人 山形県建設技術センター）を置くことを承認。 

 

５．委員紹介（資料 1） 

   事務局が委員、事務局、アドバイザーを紹介。 

 

 ６．委員長及び副委員長の選出に先立ち、各委員を事務局より紹介。 

   続いて、委員長等選出に入り、委員長に庄司忠美委員、副委員長に渡邊一枝委員 

  を互選。以降、庄司忠美委員長が議長となり進行。 

 

７．議事 

（1）委員会の会議運営について（資料 2～5－2） 

   真室川町庁舎建設検討委員会設置要綱、検討体制、委員会審議等事項、会議運

営について（案）及び傍聴要領（案）について、事務局より説明。 

 

【質疑内容】 

（委 員）設置要綱第 8条のその他で運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定めるとあるが、採決についてはどうなるのか。 

（事務局）この会議は何かを決定するわけではなく、みなさんの意見をまとめて計画を

策定することになる。いろんな意見が出た場合は、計画に併記するなりいろい

ろなまとめ方が考えられる。 

（委員長）委員からの意見を踏まえて変えていくということも有り得るということか。 

（事務局）今回示した資料は案であるため、文言等を含め訂正する場合も十分に有り得

る。 

（委 員）開かれた庁舎としていくためには、傍聴者やパブリックコメントで広く意見

を募集し、町民主体で決めていくべきである。 

（事務局）検討体制の中で町民の意見を求めながら計画を検討し、最終的に計画案がで

きた段階でパブリックコメントを実施することは必須である。その前段にも説

明会などで意見を聴く場を設けていきたい。 

     また、これまで町では計画案が固まってからパブリックコメントを実施して

いたが、今回は会議の都度、ホームページに資料等を公表し、意見を求めて行

きたい。 
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（2）庁舎建設のこれまでの経緯について（資料 6～7） 

   役場庁舎検討経過及び真室川町庁舎整備検討報告について、事務局より説明。 

 

【質疑内容】 

（委員長）この報告資料（資料 7）は、ボリュームがある。この場の意見だけではなく、

次回も意見していただく形で進めたい。ご意見ありますか。 

（委 員）資料 7 の P13 の建設スケジュールでは、平成 27 年度中に基本計画を策定す

ることになっているが 1 年遅れている。このスケジュールで 31 年度の供用開

始に間に合うのか。 

（事務局）平成 27 年度に庁内で調査研究のうえ、まとめた資料である。費用面におい

て、前年の庁舎のあり方検討会で試算した費用とあまりに乖離したため、建替

えについて慎重に判断し、約 1年ずれこんでいる。 

（委 員）庁舎は多くの町民が利用するものであり、広く町民の意見を聴くことは大変

重要である。パブリックコメント前に説明会等の開催の話もあったが、委員、

町民から今後多くの意見が出されることが予想される。事務局で示した委員会

の審議予定では最短で今年度中の策定となっているが、もっと余裕をもった進

め方をしてほしい。 

（委 員）資料で示されている事務局のスケジュール案をベースに、進捗状況に応じて

進めていくことでいいのではないか。 

（事務局）今後の進め方について、資料 4では最短の場合として、年度内に 4回の委員

会を開催し、計画策定を予定しているが、委員のご都合や委員会開催状況によ

って来年度までずれ込むこともあり得る。計画案となった段階でパブリックコ

メントを実施するが、町民の意見も募集していきたい。 

（委員長）アドバイザーから進め方についてアドバイスは。 

（アドバイザー）現在、庄内町でも役場庁舎の建設事業を進めている。今年 8月にプロ

ポーザル方式で設計者を選定し来年 3月まで「基本設計」、29年度に「実施設

計」、30～31年の 2ヶ年で「建設工事」を行うスケジュールとしている。 

     町の意向と設計者の提案により、町民を対象としたワークショップを数回開

催し様々な意見を設計に取り入れながら作業を進めているところである。 

本委員会では、基本計画に示す大枠の方向性を取りまとめていただき、設計

の詳細については、庄内町のように、別の段階でご意見を伺う場が設けられる

ものと考えている。 

（委員長）委員会に町民の声をどう反映していくかが課題である。 

（委 員）町民に意見を求める場合に、委員会の考えを問われる。委員会としての方向

性を決めていかなければ、町民に意見を問うのも難しくなる。１年遅れで動い

ている中で、今の庁舎のままで何年も建替えの議論をしている余裕はない。委

員会としての方向性、概略をまとめるとスムーズに進むのでは。 

（委 員）委員会を公開するのであれば、傍聴者に意見をもらうことも必要と思う。参

考にできるものがあれば委員会の意見に反映することもできる。 
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（事務局）今日は初回なので、会議の運営とこれまでの検討経過を説明させていただい

た。庁内で調査研究した検討報告をベースに事務局で基本計画素案を作ること

になるので、この資料 7の検討報告のなかで不明な点、ご意見あれば伺いたい。 

（委 員）資料 7は、町民に公開しているのか。 

（事務局）公開はしていないが、今回の会議資料として後日、ホームページに掲載する。 

（委 員）次の会議では、どの範囲まで意見を求めるのか、ある程度検討項目をしぼっ

て示してもらうと意見が出しやすい。 

（事務局）次回素案を示すにあたり、今日の資料に対して疑問点や加える点等あれば、

後日でも構わないので事務局にお知らせいただきたい。素案に反映できるもの

は反映していきたい。 

（委 員）町議会として付けてほしい機能などについて、議会内で話し合って持ち寄り

たい。また、構造で RC 造を基本にという報告になっているが、この報告後に

木造建築は画期的な進化を遂げている。木造建築の可能性についても議論して

ほしい。 

（委員長）今の提案について事務局はいかがか。 

（アドバイザー）木造建築については、従来耐火性能の制約があったが、最近では 14

階建を可能とする工法も認定されている。ただし、特殊な工法であり、国土交

通省の認定を受けた特定の建設会社やメーカーでなければ施工できない。資料

7の検討報告別紙に示した事例は在来の木造建築物で耐火認定のない 2階建の

ものである。一定の規模・階数であれば木造でも可能となるので、検討の対象

にはなると思われる。 

（委員長）全体の議事について、委員会の会議運営については事務局から説明があった

とおりでよろしいか。 

【 異議なし多数 】 

（委員長）それでは、会議運営について（案）及び傍聴要領（案）の（案）をとってく

ださい。また、次回以降の委員会は、ここまで議論するという区切りを示して

もらいながら委員会で決めて行きたいと思うがいかがか。 

（事務局）次回から素案の検討となる。区切ってということで求められる機能と新庁舎

の規模まで議論していきたい。 

【 異議なし多数 】 

 

（3）その他（資料 8） 

   計画策定後の庁舎建設の流れについて、事務局より説明。次回委員会を 1月 1

月 19（木）又は 23日（月）で調整することを確認。 

 

（委員長）他に意見がなければ、議事を終了します。 

 

７．閉  会 

                                    以上 


